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業務説明資料

（１）趣旨
左近山特別支援学校内放課後等デイサービス運営モデル事業は、児童福祉法の規定に基づき、左近山特別支援学校に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援をおこなうことを目的として、令和元年12月より実施している（第１期モデル事業）。
また、本事業は、横浜市内では他に事例のない特別支援学校内での放課後等デイサービスの実施であることから、その地理的条件を活かし、学校や地域と密な連携を行い、事業の質の向上を目指している。
　モデル事業第２期においては、事業の継続とともに、左近山特別支援学校以外の特別支援学校における併設型事業の展開に係る可能性等を検討することを目的とする。

（２）事業所指定
児童福祉法に基づく、放課後等デイサービス事業所として指定を受ける。（指定支援の種類として、放課後等デイサービス【重心】（ｻｰﾋﾞｽ種類ｺｰﾄﾞ63）とする。）

（３）定員
　　　５名以上とする。

（４）モデル事業実施期間
令和７年12月１日から６年間
　　　※第１期モデル事業受託事業者（以下、「現法人」という。）と異なる事業者（以下、「新法人」という。）が受託することとなった場合は、令和８年３月末までは引継ぎ期間として、現法人による事業運営を継続し、令和８年４月１日より新法人による運営を開始する。
　
（５）賃料
　　  無償とする。なお、プロポーザルの結果、特定された事業者との間で別途施設利用に関する手続きを行うこととする。

（６）事業所の人員、設備、運営基準について
児童福祉法、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準、
　　横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例ほか横浜市が定める事項を遵守する。

（７）モデル事業実施に際しての遵守事項（教育委員会事務局からの依頼事項）
　　ア　第１期モデル事業の継続性の担保
　　　　第２期モデル事業を受託する事業者は、現法人が実施する第１期モデル事業の実施内容は、第２期モデル事業においても、継続的に実施し、保護者及び利用児童が安心してサービス利用を継続することができるようにしなければならない。
　　　　≪第１期モデル事業　受託事業者の概要≫
　　　　　受託法人：社会福祉法人 横浜市社会事業協会
　　　　　事業所名：左近山特別支援学校内 放課後等デイサービス たんぽぽ

イ　営業日及び営業時間
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
（ア）営業日　月曜日から金曜日
（イ）営業時間　11時30分から17時30分　　長期休暇の間　　 ９時から17時
（ウ）サービス提供時間　14時から17時　　　長期休暇の間　　10時から17時
　　　（また、原則として国民の祝日、年末年始にはサービス提供を行わないこととする。加えて、学校行事等のため、サービス提供できない場合もあるが、その場合は事前に学校と事業所で別途協議することとする。）

　　ウ　利用対象児童
原則として、左近山特別支援学校に学籍のある児童に限る。（学籍のない児童の利用については、事前に教育委員会事務局と別途協議することとする。）

　　エ　事業の実施地域
　　　　通常の事業の実施地域は、横浜市全域とする。

オ　送迎
　　　　送迎については、１台以上の車両で、左近山特別支援学校と利用児童宅とのあいだの送迎を原則実施することとする。また、利用者が希望する場合には送迎に対応できる体制をとること。なお、重症心身障害児が乗車することを十分に配慮した送迎車両を手配すること。

カ　日常業務の連絡調整等
日常業務に関して、横浜市教育委員会事務局と適宜調整を行う。また、横浜市教育委員会事務局の調査等に協力する。

　　キ　災害時における対応
災害時における対応方針や内容は、事前に学校と協議する。

ク　施設の管理に関する留意事項
・学校敷地を駐車場として無償で利用できるが、詳細は学校と別途協議して決定する。
・共有設備（電気・水道を含む）を無償で利用することができるが、詳細は学校と別途協議して決定する。
・事業所運営に必要な備品については、事業者が準備すること。
・敷地内に喫煙場所は設けないこと。
・防火管理者を選任し、担当業務を遂行すること。
　　　・施設の利用にあたっては、別途協定書を締結し、遵守すること。

　　ケ　教育委員会事務局への報告
事業所は、学校施設利用に基づく事業運営状況について、年１回以上、教育委員会事務局に対して報告を行うこととする。内容や構成、実施方法その他詳細については、別途定める。

コ　その他
本業務説明資料に定めのない事項については、横浜市と特定された事業者の両者で協議の上、決定するものとする。また、本業務説明資料の内容に変更の必要が生じたときは、横浜市と特定された事業者の両者で協議の上、変更することができる。


◎現地見学会
現地見学を希望される団体は、10月23日（木）17時までにE-mailにて御連絡ください。上記営業時間帯で適宜調整いたします。
    なお、現地見学会当日は、駐車場を用意しておりませんので、公共交通機関をご利用ください。


